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(57)【要約】
【課題】脈波センサーの厚さを薄くすると共に、脈波セ
ンサーのコストダウンを図る。
【解決手段】この脈波センサーは、互いに対向する第１
の主面及び第２の主面を有し、該第１及び第２の主面を
貫通する第１の開口部及び第２の開口部が形成され、少
なくとも第１の開口部と第２の開口部との間に非透明な
部分を含むセンサー基板と、第１の主面に実装され、第
１の開口部内に挿入された発光面を有する発光素子と、
第１の主面に実装され、発光素子の発光面から射出され
て第２の主面側において反射された光が第２の開口部を
通過して入射する検出面を有する反射光検出素子とを含
む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに対向する第１の主面及び第２の主面を有し、該第１及び第２の主面を貫通する第
１の開口部及び第２の開口部が形成され、少なくとも前記第１の開口部と前記第２の開口
部との間に非透明な部分を含むセンサー基板と、
　前記第１の主面に実装され、前記第１の開口部内に挿入された発光面を有する発光素子
と、
　前記第１の主面に実装され、前記発光素子の発光面から射出されて前記第２の主面側に
おいて反射された光が前記第２の開口部を通過して入射する検出面を有する反射光検出素
子と、
を具備する脈波センサー。
【請求項２】
　前記センサー基板が、前記発光素子の発光面から前記センサー基板を介して前記反射光
検出素子の検出面に入射する光によって前記反射光検出素子が反応しない程度の非透明性
を有する、請求項１記載の脈波センサー。
【請求項３】
　前記センサー基板が、前記第１又は第２の開口部の側面に形成された反射層を含む、請
求項１又は２記載の脈波センサー。
【請求項４】
　前記センサー基板が、前記第１又は第２の開口部の側面に形成されたメッキ層を含む、
請求項１又は２記載の脈波センサー。
【請求項５】
　前記発光素子の発光面が、前記センサー基板の第２の主面よりも外側に突出しない、請
求項１～４のいずれか１項記載の脈波センサー。
【請求項６】
　前記発光素子が、前記センサー基板の第２の主面よりも外側に突出するように発光面上
に配置されたレンズ部をさらに有する、請求項５記載の脈波センサー。
【請求項７】
　前記発光素子及び前記反射光検出素子の複数の端子が、前記センサー基板の第１の主面
に形成された複数の電極に、半田によってそれぞれ接続されている、請求項１～６のいず
れか１項記載の脈波センサー。
【請求項８】
　前記反射光検出素子が、ＡＣＦ（異方性導電フィルム）又はＡＣＰ（異方性導電ペース
ト）を用いて、前記センサー基板の第１の主面に実装されている、請求項１～６のいずれ
か１項記載の脈波センサー。
【請求項９】
　前記第２の開口部の周囲において、前記反射光検出素子と前記センサー基板の第１の主
面との間に、ＡＣＦ（異方性導電フィルム）、ＡＣＰ（異方性導電ペースト）、ＮＣＦ（
非導電性フィルム）、又は、ＮＣＰ（非導電性ペースト）が充填されている、請求項１～
８のいずれか１項記載の脈波センサー。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項記載の脈波センサーと、
　前記センサー基板の第２の主面に対向して設けられた透明基板と、
　前記脈波センサーから出力される脈波測定信号に基づいて脈拍間隔又は脈拍数を測定す
る回路部と、
　前記回路部の測定結果を表示する表示部と、
　前記表示部を第１の面において支持すると共に前記透明基板を第１の面に対向する第２
の面において支持し、前記脈波センサー及び前記回路部を内蔵する筐体と、
を具備する生体情報測定装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被験者の脈波を光学的に測定する脈波センサー、及び、そのような脈波セン
サーを用いた生体情報測定装置等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　心臓が収縮し、左心室から血液が大動脈に駆出されると大動脈の内圧に変化が生じ、さ
らに、その内圧変化が抹消動脈に伝達される。このような心臓の血液駆出に伴う血管の拍
動（脈拍）の変化を波形として捉えたものを脈波という。心臓の動きそのものではなく、
末梢血管系の容積変化を測定することによって、間接的に心電図と同様の意味を持つ情報
が得られると言われている。
【０００３】
　光電変換を利用した脈波測定においては、被験者の手首や手指や耳朶等を測定部位とし
て、発光素子と受光素子とを有する脈波センサーが測定部位に装着される。その状態で、
血液に吸収され易い波長を有する光が、発光素子から測定部位に向けて照射され、血管内
を流れる血液による減衰量の変動を受けて、生体組織によって反射された反射光又は生体
組織を透過した透過光が受光素子に入射する。さらに、受光素子が、入射した光を光電変
換することにより、電気信号である脈波測定信号を生成する。
【０００４】
　ここで、発光素子から照射されて生体組織を介さずに受光素子に入射する光の強度が大
きい場合には、脈波測定信号のＳＮ比が低下して脈波測定を正確に行うことができなくな
るという問題がある。従って、脈波測定の精度を向上させるためには、発光素子から受光
素子に直接的に入射する光を遮断する必要がある。
【０００５】
　関連する技術として、特許文献１には、被験者の運動時における脈波を精度良く測定す
ることを目的とする脈波センサーが開示されている。この脈波センサーは、発光部から生
体に光を照射して生体内を透過した光の強度を受光部で検出することにより脈波データを
取得する光センサー部を備えた脈波センサーであって、光センサー部が、枡形状のケース
と、該ケースを発光部が載置される第１領域と受光部が載置される第２領域とに分割する
遮光壁とを有する構成とされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１３－６３２０３号公報（段落０００６－０００７、図４）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１においては、光センサー部が、枡形状のケースと、該ケース
を発光部が載置される第１領域と受光部が載置される第２領域とに分割する遮光壁とを有
することにより、脈波センサーの厚さを薄くすることができなかった。また、枡形状のケ
ース及び遮光壁を設けるために、脈波センサーのコストが上昇していた。そこで、本発明
の１つの目的は、脈波センサーの厚さを薄くすると共に、脈波センサーのコストダウンを
図ることである。また、本発明の他の目的は、そのような脈波センサーを用いた生体情報
測定装置等を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以上の課題を解決するため、本発明の１つの観点に係る脈波センサーは、互いに対向す
る第１の主面及び第２の主面を有し、該第１及び第２の主面を貫通する第１の開口部及び
第２の開口部が形成され、少なくとも第１の開口部と第２の開口部との間に非透明な部分
を含むセンサー基板と、第１の主面に実装され、第１の開口部内に挿入された発光面を有
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する発光素子と、第１の主面に実装され、発光素子の発光面から射出されて第２の主面側
において反射された光が第２の開口部を通過して入射する検出面を有する反射光検出素子
とを具備する。
【０００９】
　本発明の１つの観点によれば、センサー基板が、少なくとも第１の開口部と第２の開口
部との間に非透明な部分を含んでいるので、この非透明な部分が、発光素子と反射光検出
素子との間を遮光する遮光壁として機能する。従って、発光素子と反射光検出素子との間
を遮光するために特別な遮光部品をセンサー基板に設ける必要がないので、脈波センサー
の厚さを薄くすると共に、脈波センサーのコストダウンを図ることができる。
【００１０】
　ここで、センサー基板が、発光素子の発光面からセンサー基板を介して反射光検出素子
の検出面に入射する光によって反射光検出素子が反応しない程度の非透明性を有すること
が望ましい。その場合には、発光素子の発光面からセンサー基板を介して反射光検出素子
の検出面に入射する光によって脈波測定信号のＳＮ比が劣化するおそれがなくなる。
【００１１】
　以上において、センサー基板が、第１又は第２の開口部の側面に形成された反射層を含
むようにしても良い。反射層が、発光素子から射出される光を反射することにより、発光
素子の発光面からセンサー基板を介して反射光検出素子の検出面に入射する光を減少させ
ることができる。
【００１２】
　あるいは、センサー基板が、第１又は第２の開口部の側面に形成されたメッキ層を含む
ようにしても良い。メッキ層が、発光素子から射出される光を反射又は減衰させることに
より、発光素子の発光面からセンサー基板を介して反射光検出素子の検出面に入射する光
を減少させることができる。その場合には、スルーホールを有する一般的な両面配線基板
の製造工程を利用して、センサー基板の第１の開口部又は第２の開口部の側面にメッキ層
を形成することができる。
【００１３】
　発光素子の発光面は、センサー基板の第２の主面よりも外側に突出しないことが望まし
い。その場合には、発光素子の発光面から射出される光の広がりが抑制されるので、生体
組織以外の物体によって反射されて反射光検出素子の検出面に入射する光の量を低減する
ことができる。
【００１４】
　また、発光素子が、センサー基板の第２の主面よりも外側に突出するように発光面上に
配置されたレンズ部をさらに有しても良い。レンズ部を設けることにより、発光素子の発
光面から射出される光を収束させると共に、レンズ部をセンサー基板の第２の主面よりも
外側に突出させることにより、レンズ部を設けるためにセンサー基板を厚くする必要がな
くなる。
【００１５】
　発光素子及び反射光検出素子の複数の端子は、センサー基板の第１の主面に形成された
複数の電極に、半田によってそれぞれ接続されても良い。その場合には、一般的な表面実
装技術を用いることができる。
【００１６】
　あるいは、反射光検出素子が、ＡＣＦ（異方性導電フィルム）又はＡＣＰ（異方性導電
ペースト）を用いて、センサー基板の第１の主面に実装されても良い。その場合には、横
方向に並ぶ端子間の間隔が狭くても、端子間の短絡を生じることなく反射光検出素子を実
装することができる。
【００１７】
　また、第２の開口部の周囲において、反射光検出素子とセンサー基板の第１の主面との
間に、ＡＣＦ（異方性導電フィルム）、ＡＣＰ（異方性導電ペースト）、ＮＣＦ（非導電
性フィルム）、又は、ＮＣＰ（非導電性ペースト）が充填されても良い。その場合には、
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反射光検出素子とセンサー基板の第１の主面との間の隙間が塞がれるので、センサー基板
の第１の主面側から反射光検出素子の検出面に漏れこむ光を遮断して、脈波測定信号のＳ
Ｎ比を向上させることができる。
【００１８】
　さらに、本発明の１つの観点に係る生体情報測定装置は、上記いずれかの脈波センサー
と、センサー基板の第２の主面に対向して設けられた透明基板と、脈波センサーから出力
される脈波測定信号に基づいて脈拍間隔又は脈拍数を測定する回路部と、回路部の測定結
果を表示する表示部と、表示部を第１の面において支持すると共に透明基板を第１の面に
対向する第２の面において支持し、脈波センサー及び回路部を内蔵する筐体とを具備する
。本発明の１つの観点によれば、生体情報測定装置の筐体に内蔵される脈波センサーの厚
さが薄いので、生体情報測定装置の厚さも薄くすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態に係る脈波センサー及びその周辺を示す一部断面図。
【図２】図１に示す脈波センサーの組立図。
【図３】図１に示す脈波センサーを用いた生体情報測定装置の外観を示す模式図。
【図４】図１に示す脈波センサーを用いた生体情報測定装置の構成例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら詳しく説明する。なお、同一の
構成要素には同一の参照符号を付して、重複する説明を省略する。
　本発明に係る脈波センサーは、例えば、脈波測定機能及び計時機能を備えた腕時計型の
生体情報測定装置、又は、タブレット形状を有する生体情報測定装置に組み込まれて使用
される。以下においては、一例として、腕時計型の生体情報測定装置に組み込まれた脈波
センサーについて説明する。
【００２１】
　図１は、本発明の一実施形態に係る脈波センサー及びその周辺を示す一部断面図である
。図１に示すように、脈波センサー１は、センサー基板１０と、発光素子２０と、反射光
検出素子３０とを含んでいる。センサー基板１０は、互いに対向する第１の主面（図中上
面）及び第２の主面（図中下面）を有し、第１及び第２の主面を貫通する第１の開口部１
０ａ及び第２の開口部１０ｂが形成されている。センサー基板１０としては、例えば、ガ
ラスエポキシ基板を用いることができる。
【００２２】
　発光素子２０は、センサー基板１０の第１の主面に実装され、第１の開口部１０ａ内に
挿入された発光面２０ａを有し、発光面２０ａから光を射出する。発光素子２０としては
、例えば、供給される駆動電流に応じた強度を有する光を射出するＬＥＤ（発光ダイオー
ド）を用いることができる。発光色としては、血液に吸収され易い波長を有する色（例え
ば、青色）が適している。発光素子２０は、発光面２０ａ上に配置されたレンズ部２１を
さらに有しても良い。レンズ部２１を設けることにより、発光素子２０の発光面２０ａか
ら射出される光を収束させることができる。
【００２３】
　反射光検出素子３０は、センサー基板１０の第１の主面に実装され、発光素子２０の発
光面２０ａから射出されてセンサー基板１０の第２の主面側において反射された光が第２
の開口部１０ｂを通過して入射する検出面３０ａを有している。図１に示すように、反射
光検出素子３０の検出面３０ａは、センサー基板１０側（図中下側）を向いている。反射
光検出素子３０は、検出面３０ａに入射する光を光電変換することにより、電気信号であ
る脈波測定信号を生成する。反射光検出素子３０としては、例えば、入射する光の強度に
応じた検出電流を出力するＰＤ（フォトダイオード）を用いることができる。
【００２４】
　センサー基板１０の第２の主面に対向して、生体情報測定装置の一部である透明基板４
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０が設けられている。透明基板４０の材料としては、例えば、ガラス又はアクリルを用い
ることができる。センサー基板１０及び透明基板４０は、生体情報測定装置の筐体によっ
て支持されている。生体情報測定装置が被験者の手首に装着された際に、透明基板４０は
、被験者の手首に向けられる。従って、発光素子２０の発光面２０ａから射出された光は
、被験者の手首に入射する。
【００２５】
　被験者の手首に入射した光は、被験者の表皮を透過して、その奥にある真皮の中の血管
に到達する。血管に到達した光の一部は、血管内を流れる血液によって吸収される。一方
、血管に到達した光の内で血液によって吸収されなかった光の一部は、生体組織における
散乱等を経た後に、反射光として反射光検出素子３０の検出面３０ａに到達する。
【００２６】
　ここで、被験者の血管（特に、動脈）は、心拍と同じ周期で膨張と収縮とを繰り返して
いる。従って、血管内を流れる血液による光の減衰量は、血管の膨張及び収縮の周期と同
じ周期で時間的に変動する。そこで、被験者の血管を通過した光の強度を検出することに
より、被験者の脈波を測定することができる。反射光検出素子３０から出力される脈波測
定信号は、測定部位における血管の容積変化を表す成分を有するものとなる。
【００２７】
　このような脈波センサー１の測定原理から分かるように、発光素子２０から照射されて
生体組織を介さずに反射光検出素子３０に入射する光の強度が大きい場合には、脈波測定
信号のＳＮ比が低下して脈波測定を正確に行うことができない。従って、脈波測定の精度
を向上させるためには、発光素子２０から反射光検出素子３０に直接的に入射する光を遮
断する必要がある。
【００２８】
　そのために、本実施形態においては、センサー基板１０が、少なくとも第１の開口部１
０ａと第２の開口部１０ｂとの間に非透明な部分を含んでいる。これにより、センサー基
板１０の非透明な部分が、発光素子２０と反射光検出素子３０との間を遮光する遮光壁と
して機能する。従って、発光素子２０と反射光検出素子３０との間を遮光するために特別
な遮光部品をセンサー基板１０に設ける必要がないので、脈波センサー１の厚さを薄くす
ると共に、脈波センサー１のコストダウンを図ることができる。
【００２９】
　ここで、センサー基板１０が、発光素子２０の発光面２０ａからセンサー基板１０を介
して反射光検出素子３０の検出面３０ａに入射する光によって反射光検出素子３０が反応
しない程度の非透明性を有していることが望ましい。その場合には、発光素子２０の発光
面２０ａからセンサー基板１０を介して反射光検出素子３０の検出面３０ａに入射する光
によって脈波測定信号のＳＮ比が劣化するおそれがなくなる。
【００３０】
　センサー基板１０が遮光壁として機能するためには、センサー基板１０自体が、発光素
子２０から射出される光に対して低い透過率を有しても良い。あるいは、図１に示すよう
に、センサー基板１０が、第１の開口部１０ａ又は第２の開口部１０ｂの側面に形成され
た反射層又はメッキ層１１を含んでも良い。反射層が、発光素子２０から射出される光を
反射し、又は、メッキ層が、発光素子２０から射出される光を反射又は減衰させることに
より、発光素子２０の発光面２０ａからセンサー基板１０を介して反射光検出素子３０の
検出面３０ａに入射する光を減少させることができる。
【００３１】
　一般的に、両面配線基板の場合には、スルーホールの壁面に無電解メッキにより銅（Ｃ
ｕ）等の金属層を形成する方法が採用されている。従って、スルーホールを有する一般的
な両面配線基板の製造工程を利用して、センサー基板１０の第１の開口部１０ａ又は第２
の開口部１０ｂの側面に、銅（Ｃｕ）又は銅合金等の金属の反射層又はメッキ層１１を形
成することができる。例えば、反射層又はメッキ層１１の材料として、銅（Ｃｕ）を５０
％～７０％、ニッケル（Ｎｉ）を５％～３０％、亜鉛（Ｚｎ）を１０％～３０％含む洋白
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を用いても良い。
【００３２】
　図１において、発光素子２０の中心軸と反射光検出素子３０の中心軸との間の距離Ｄは
、例えば、２ｍｍであり、センサー基板１０の厚さＴは、例えば、０．６５ｍｍである。
ここで、発光素子２０の発光面２０ａが、センサー基板１０の第２の主面よりも外側に突
出しないことが望ましい。その場合には、発光素子２０の発光面２０ａから射出される光
の広がりが抑制されるので、生体組織以外の物体（透明基板４０等）によって反射されて
反射光検出素子３０の検出面３０ａに入射する光の量を低減することができる。
【００３３】
　ただし、発光素子２０がレンズ部２１を有する場合には、発光素子２０の発光面２０ａ
から射出される光がレンズ部２１によって収束されるので、レンズ部２１は、センサー基
板１０の第２の主面よりも外側に突出しても良い。これにより、レンズ部２１を設けるた
めにセンサー基板１０を厚くする必要がなくなる。
【００３４】
　図２は、図１に示す脈波センサーの組立図である。図２に示すように、発光素子２０は
、複数の端子２２を有している。また、反射光検出素子３０も、複数の端子３１を有して
いる。発光素子２０及び反射光検出素子３０の複数の端子は、センサー基板の第１の主面
に形成された複数の電極１２及び１３に、半田によってそれぞれ接続されても良い。
【００３５】
　その場合には、一般的な表面実装技術を用いることができる。即ち、クリーム半田印刷
機を用いてセンサー基板１０上への半田印刷を行った後に、チップマウンターを用いて発
光素子２０及び反射光検出素子３０の実装を行い、発光素子２０及び反射光検出素子３０
が実装されたセンサー基板１０をリフロー炉に投入して半田を熔融させることにより、冷
却後に発光素子２０及び反射光検出素子３０がセンサー基板１０に固定される。
【００３６】
　あるいは、反射光検出素子３０は、図２に示すＡＣＦ（Anisotropic Conductive Film
：異方性導電フィルム）又はＡＣＰ（Anisotropic Conductive Paste：異方性導電ペース
ト）１４を用いて、センサー基板１０の第１の主面にフリップチップボンディングによっ
て実装されても良い。
【００３７】
　ＡＣＦは、微細な導電性粒子を熱硬化性樹脂に混ぜ合わせたものを膜状に成型して作製
されたフィルムである。ここで、導電性粒子は、例えば、内側からニッケル層、金メッキ
層、最も外側に絶縁層が重ねられた直径３μｍ～５μｍ程度の球体である。また、ＡＣＰ
は、導電性粒子を樹脂内に拡散させて作製されたペーストであり、フィルムとして成型さ
れていない点がＡＣＦと異なる。
【００３８】
　反射光検出素子３０の実装にＡＣＦを用いる場合には、反射光検出素子３０の端子３１
とセンサー基板１０の電極１３との間にＡＣＦを挟み、ヒーター等で熱を加えながら弾力
を有するゴム等のパッドで反射光検出素子３０を加圧すると、端子３１の凸部が当るフィ
ルム部分のみに圧力がかかる。
【００３９】
　その結果、フィルム内に分散している導電性粒子が接触しながら重なり、やがて押し付
けられ、導電性粒子内のメッキ層同士が結合することによって縦方向（センサー基板１０
の第１の主面と略直交する方向）の導電経路が形成される。これにより、反射光検出素子
３０の端子３１とセンサー基板１０の電極１３とが電気的に接続される。
【００４０】
　一方、圧力がかからなかったフィルム部分における導電性粒子は、絶縁層を保持してい
るので、横方向（センサー基板１０の第１の主面に略平行な方向）に並ぶ端子間の絶縁は
保持される。即ち、縦方向には導電性を有し横方向には絶縁性を有する異方性が実現され
る。これにより、横方向に並ぶ端子間の間隔が狭くても、端子間の短絡を生じることなく
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反射光検出素子３０を実装することができる。
【００４１】
　さらに、ＡＣＦ又はＡＣＰ１４は、第２の開口部１０ｂの周囲に亘って、反射光検出素
子３０とセンサー基板１０の第１の主面との間に充填されても良い。あるいは、図２に示
すように、ＮＣＦ（Non-Conductive Film：非導電性フィルム）又はＮＣＰ（Non-Conduct
ive Paste：非導電性ペースト）１５が、第２の開口部１０ｂの周囲に亘って、反射光検
出素子３０とセンサー基板１０の第１の主面との間に充填されても良い。ＮＣＦ又はＮＣ
Ｐは、樹脂を主成分とし、電子部品を基板に接着するためのフィルム又はペーストである
。
【００４２】
　これにより、反射光検出素子３０とセンサー基板１０の第１の主面との間の隙間が塞が
れるので、センサー基板１０の第１の主面側から反射光検出素子３０の検出面３０ａに漏
れこむ光を遮断して、脈波測定信号のＳＮ比を向上させることができる。また、これらの
フィルム又はペーストは、流動性が小さいので、反射光検出素子３０の検出面３０ａにま
で流れ出すおそれがない。
【００４３】
　図３は、図１に示す脈波センサーを用いた生体情報測定装置の外観の一例を示す模式図
である。この生体情報測定装置は、腕時計を模した形状を有しており、脈波測定機能に加
えて、通常の腕時計としての計時機能を備えている。生体情報測定装置の筐体２には、バ
ンド３が取り付けられており、バンド３を被験者の手首に巻きつけて締めることにより、
生体情報測定装置が被験者の身体に装着される。
【００４４】
　筐体２の外周部には、複数のボタンスイッチ４が設けられている。それらのボタンスイ
ッチ４は、脈波の測定開始、測定終了、測定結果のリセット、及び、時刻設定等の各種の
命令を入力するために用いられる。筐体２は、第１の面（表面）において、長方形状の表
示面を有する表示部９を支持している。表示部９には、測定結果として脈拍間隔又は脈拍
数が表示され、あるいは、通常の腕時計と同様に時刻が表示される。一方、筐体２は、第
１の面に対向する第２の面（裏面）において、図１に示す透明基板４０を支持している。
ただし、図３に示す生体情報測定装置は、本実施形態に係る生体情報測定装置の一例に過
ぎず、本実施形態に係る生体情報測定装置は、被験者の手首以外の部位に装着されるよう
にしても良い。
【００４５】
　図４は、図１に示す脈波センサーを用いた生体情報測定装置の構成例を示すブロック図
である。なお、図４においては、計時機能に関する構成は省略されている。図４に示すよ
うに、生体情報測定装置は、脈波センサー１と、アナログ回路５と、演算処理回路６と、
データ格納部７と、音声出力部８と、表示部９とを含んでいる。ここで、脈波センサー１
～音声出力部８は、図３に示す筐体２に内蔵されている。また、アナログ回路５～演算処
理回路６は、脈波センサー１から出力される脈波測定信号に基づいて脈拍間隔又は脈拍数
を測定する回路部を構成している。
【００４６】
　アナログ回路５は、駆動回路５１と、Ｉ／Ｖ変換回路５２と、アンプ５３とを含んでい
る。駆動回路５１は、脈波センサー１の発光素子２０に駆動電流を供給することにより、
発光素子２０を発光させる。Ｉ／Ｖ変換回路５２は、脈波センサー１の反射光検出素子３
０から出力される検出電流（脈波測定信号）を電圧に変換して、その電圧をアンプ５３に
出力する。アンプ５３は、Ｉ／Ｖ変換回路５２から出力される電圧を増幅して、増幅され
た電圧を演算処理回路６に出力する。
【００４７】
　演算処理回路６は、Ａ／Ｄ変換回路６１と、ＣＰＵ（中央演算装置）６２と、ＲＡＭ（
ランダムアクセスメモリー）等の揮発性メモリー６３と、ＲＯＭ（リードオンリーメモリ
ー）等の不揮発性メモリー６４とを含んでいる。Ａ／Ｄ変換回路６１は、アンプ５３から
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脈波測定データをＣＰＵ６２に出力する。
【００４８】
　ＣＰＵ６２は、揮発性メモリー６３をワークエリアとして利用しつつ、不揮発性メモリ
ー６４に記憶されている脈波解析プログラムに従って動作する。脈波解析プログラムは、
脈波解析処理をＣＰＵ６２に実行させる。脈波解析処理において、ＣＰＵ６２は、Ａ／Ｄ
変換回路６１から出力される脈波測定データに基づいて脈拍間隔又は脈拍数を測定し、そ
の測定結果をデータ格納部７に格納する。さらに、ＣＰＵ６２は、測定終了を知らせる音
声を音声出力部８から出力させると共に、測定された脈拍間隔又は脈拍数を表示部９に表
示させる。
【００４９】
　次に、図３及び図４に示す生体情報測定装置の動作について説明する。被験者が、ボタ
ンスイッチ４を用いて、脈波の測定開始の命令を入力すると、演算処理回路６のＣＰＵ６
２は、駆動回路５１に発光素子２０の発光を開始させる。これにより、発光素子２０から
射出された光が被験者の手首に入射する。
【００５０】
　被験者の手首に入射した光の一部は、血管を通過して反射され、反射光検出素子３０に
入射する。これにより、反射光検出素子３０は、測定部位における血管の容積変化を表す
成分を有する脈波測定信号を出力する。反射光検出素子３０から出力される脈波測定信号
は、アナログ回路５において処理され、演算処理回路６のＡ／Ｄ変換回路６１によって脈
波測定データに変換されて、ＣＰＵ６２に供給される。
【００５１】
　ＣＰＵ６２は、脈波測定データに基づいて脈拍間隔又は脈拍数を測定し、その測定結果
をデータ格納部７に格納する。例えば、ＣＰＵ６２は、脈波測定データの値にピークが現
れる度に、最新のピークと１つ前のピークとの間の時間差を求め、この時間差を脈拍間隔
としてデータ格納部７に格納する。また、ＣＰＵ６２は、脈波測定データの値における所
定時間（例えば、１分間）毎のピークの出現数をカウントし、カウントされた数を脈拍数
としてデータ格納部７に格納する。さらに、ＣＰＵ６２は、データ格納部７に格納された
脈拍間隔又は脈拍数を、測定結果として表示部９に表示させる。
【００５２】
　上記の実施形態においては、腕時計型の生体情報測定装置に組み込まれた脈波センサー
について説明したが、本発明は、以上説明した実施形態に限定されるものではない。例え
ば、本発明は、被験者の手指や耳朶等を測定部位とする生体情報測定装置においても利用
可能であり、当該技術分野において通常の知識を有する者によって、本発明の技術的思想
内で多くの変形が可能である。
【符号の説明】
【００５３】
　１…脈波センサー、１０…センサー基板、１０ａ、１０ｂ…開口部、１１…反射層又は
メッキ層、１２、１３…電極、１４…ＡＣＦ又はＡＣＰ、１５…ＮＣＦ又はＮＣＰ、２０
…発光素子、２０ａ…発光面、２１…レンズ部、２２…端子、３０…反射光検出素子、３
０ａ…検出面、３１…端子、４０…透明基板、２…筐体、３…バンド、４…ボタンスイッ
チ、５…アナログ回路、５１…駆動回路、５２…Ｉ／Ｖ変換回路、５３…アンプ、６…演
算処理回路、６１…Ａ／Ｄ変換回路、６２…ＣＰＵ、６３…揮発性メモリー、６４…不揮
発性メモリー、７…データ格納部、８…音声出力部、９…表示部
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